
   静岡市外国人児童等支援事業実施要綱                            

（趣旨） 

第１条 静岡市教育長（以下「教育長」という。）は、外国人の児童及び生徒並びに長期にわた

る海外での生活から帰国した児童及び生徒であって、市内に居住し、及び市内の小学校又は

中学校（以下「学校」という。）に在籍しているもの（以下「外国人児童等」という。）に対

して、日常生活及び学校での学習に必要な日本語の習得を支援するとともに、学校生活全般

への適応に関する相談及び助言を行う事業（以下「事業」という。）を実施するものとし、そ

の実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。 

（事業の実施場所等） 

第２条 事業は、外国人児童等が在籍する学校及び次に掲げる日本語指導教室において実施す

る。 

名称 住所 

静岡市立森下小学校内日本語指導教室 

静岡市特別支援教育センター内日本語指導教室 

静岡市立清水有度第一小学校内日本語指導教室 

静岡市立清水三保第二小学校内日本語指導教室 

静岡市駿河区森下町２番１号 

静岡市葵区一番町50番地 

静岡市清水区有度本町３番１号 

静岡市清水区折戸五丁目８番２号 

２ 事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）外国人児童等の日本語初期指導並びに学習活動及び認識活動に必要な日本語指導に関す

ること。 

（２）外国人児童等の学校生活全般への適応に関する相談及び助言に関すること。 

（３）外国人児童等についての教育相談に関すること。 

（４）外国人児童等の保護者への指導助言に関すること。 

（５）外国人児童等の在籍する学校への助言及び援助に関すること。 

（６）外国人児童等に対する支援に関する、関係機関との連携に関すること。 

（７）前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事業 

３ 事業は、次に掲げる指導等を実施することにより行う。 

（１）日本語指導教室への通学による日本語指導員（静岡市日本語指導員及び適応相談員の取

扱いに関する要綱（平成28年４月１日施行。以下「取扱要綱」という。）第２条第１項の日

本語指導員をいう。以下同じ。）の指導（以下「日本語教室指導」という。） 

（２）外国人児童等が在籍する学校に日本語指導員が訪問して行う指導（以下「日本語訪問指

導」という。） 



（３）外国人児童等が在籍する学校で適応相談員（取扱要綱第６条第１項の適応相談員をいう。

以下同じ。）が訪問して行う相談及び助言（以下「適応相談」という。） 

（事業の利用の申請等） 

第３条 日本語教室指導、日本語訪問指導及び適応相談を希望する外国人児童等の保護者は、

外国人児童等支援事業利用申請書（様式第１号）を、当該外国人児童等が在籍する学校の校

長に提出しなければならない。 

２ 校長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、事業の利用を推

薦するときは、当該申請書に外国人児童等支援事業利用推薦書（様式第２号）を添付して、

教育長に提出しなければならない。 

 （利用の承認） 

第４条 教育長は、前条の規定により提出された申請書及び推薦書により指導等の必要がある

と判断した場合は、事業の利用を承認するものとする。この場合において、教育長は、必要

があると認めるときは、外国人児童等、その保護者及び外国人児童等の在籍する学校の教員

と面接等を行うことができる。 

（利用の停止） 

第５条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止することができ

る。 

（１）外国人児童等の在籍する学校の校長又は外国人児童等の保護者から申出があったとき。 

（２）外国人児童等への指導が修了したと教育長が認めるとき。 

（３）外国人児童等が中学校を卒業するとき。 

 （意見聴取） 

第６条 教育長は、必要があると認めるときは、日本語指導員、適応相談員、関係機関の代表

者等から、事業の運営方法等について意見を聴取することができる。 

 （雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （適用） 

１ この要綱は、平成28年度の事業から適用する。 

 （静岡市外国人児童生徒等支援事業実施要綱の廃止） 

２ 静岡市外国人児童生徒等支援事業実施要綱（平成17年４月１日施行）は、廃止する。 

附 則    



この要綱は、平成29年４月24日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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（表） 

様式第２号（第３条関係） 

外国人児童等支援事業利用推薦書 

年 月 日 

  （宛先）静岡市教育長 様    

 

                    学校名               学校  

                               推薦者 校長名                   

                    電話番号                  

 

  外国人児童等支援事業の利用について、静岡市外国人児童等支援事業実施要綱第３条第２項の

規定により、次のとおり推薦します。 

 

１ 推薦の対象となる者 

（１）児童・生徒名               

（２）学校名            学校 

（３）学年・組      年      組 

（４）性別        男 ・ 女   

（５）生年月日      年  月  日 

 

２ 推薦する指導（希望する指導の番号に○を付けてください。） 

（１）日本語指導           

           ※日本語指導に○を付けた場合は、希望する指導の形態に○を付けてください。 

  新規    ・   継続 

    教室指導  ・  訪問指導 

希望する日本語指導教室   （              教室） 

 

（２） 適応相談        （               語） 



（裏） 

３ 児童生徒の状況                 

 

保護者氏名  児童・生徒との続柄  

児童生徒の使用言語  

児童生徒の国籍  

出生地（国名）  

日本での生活経験 

ア 日本での生活年数（     年   月～     年   月） 

イ 帰国子女（外国での生活年数    年   月～     年   月） 

ウ その他（            ） 

日本語能力及び習得状況（該当項目に○印を付けてください。） 

話す力 

ア ほとんど話すことができない。 

イ 挨拶や片言の日本語は話すことができる。 

ウ 日常会話はできるが、教科学習には支障がある。 

聞く力 

ア ほとんど聞き取ることができない。 

イ 優しい言葉やジェスチャー等は理解できる。 

ウ 日常会話は理解できるが、教科学習には支障がある。 

読む力 

ア ほとんど読むことができない。 

イ ひらがなはおおよそ読むことができる。 

ウ カタカナはおおよそ読むことができる。 

エ（      ）年生で習う漢字をおおよそ読むことができる。 

書く力 

ア ほとんど書くことができない。 

イ ひらがなはおおよそ書くことができる。 

ウ カタカナはおおよそ書くことができる。 

エ（      ）年生で習う漢字をおおよそ書くことができる。 

計算力 

（おおよそ計算ができる計

算レベルの項目に○を付け

てください。） 

計算レベル 

区分 
小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

足し算・引き算          

掛け算          

割り算          

分数          

小数          

保護者の日本語能力  

 父 母 その他（    ） 

ア 日常会話可能    

イ 挨拶や片言の日本語程度    

ウ まったく話せない    

緊急時の連絡先  

学級担任名  


